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北海道税条例の一部を改正する条例案議案第 １ 号

　　　北海道税条例の一部を改正する条例

　北海道税条例（昭和25年北海道条例第56号）の一部を次のように改正する。

　第26条の３第１項中「第１号に掲げる寄附金」を「法第37条の２第２項に規

定する特例控除対象寄附金（以下この条において「特例控除対象寄附金」とい

う。）」に、「寄附金の額の合計額が」を「特例控除対象寄附金の額の合計額が」

に改め、同条第２項中「同項第１号に掲げる寄附金」を「特例控除対象寄附金」

に改める。

　附則第５条の５中「同条第１項第１号に掲げる寄附金」を「法第37条の２第２

項に規定する特例控除対象寄附金」に改める。

　附則第５条の７中「第26条の３第１項各号列記以外の部分及び第２項並びに」

を「第26条の３第１項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金

（租税特別措置法第４条の５第１項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等

の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところによ

り計算した金額に相当する部分を除く。）」と、「以下この条」とあるのは「租

税特別措置法第４条の５第１項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金

額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めると

ころにより計算した金額に相当する部分を除く。以下この条」と、」に、「掲げ

る寄附金」とあるのは、「掲げる寄附金」を「特例控除対象寄附金」とあるのは

「特例控除対象寄附金」に、「当該寄附金」を「当該特例控除対象寄附金」に、

「附則第４条の６第１項の規定」を「で定めるところ」に改める。

　附則第６条の２第１項中「第26条の３第１項第１号に掲げる寄附金」を「法

第37条の２第２項に規定する特例控除対象寄附金」に、「当該寄附金」を「当該

特例控除対象寄附金」に、「都道府県、市町村又は特別区の長」を「都道府県

の知事又は市町村若しくは特別区の長（次項において「都道府県知事等」とい

う。）」に改め、同条第２項中「都道府県、市町村又は特別区の長」を「都道府

県知事等」に改める。

　附則第６条の３第１項中「第26条の３第１項第１号に掲げる寄附金」を「法

第37条の２第２項に規定する特例控除対象寄附金」に、「においては」を「に
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は」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、令和元年６月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例による改正後の北海道税条例（以下「新条例」という。）第26条の

３並びに附則第５条の５、第５条の７及び第６条の３の規定は、令和２年度以

後の年度分の個人の道民税について適用し、令和元年度分までの個人の道民税

については、なお従前の例による。

３　新条例第26条の３並びに附則第５条の５、第５条の７及び第６条の３第１項

の規定の適用については、令和２年度分の個人の道民税に限り、次の表の左欄

に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。

第26条の３第１

項

を支出し、当該特例控除対象

寄附金

又は第１号に掲げる寄附金（令和元

年６月１日前に支出したものに限

る。）を支出し、これらの寄附金

第26条の３第２

項

特例控除対象寄附金の額 特例控除対象寄附金の額及び同項第

１号に掲げる寄附金（令和元年６月

１日前に支出したものに限る。）の

額

附則第５条の５ 特例控除対象寄附金の額 特例控除対象寄附金の額及び第26条

の３第１項第１号に掲げる寄附金

（令和元年６月１日前に支出したも

のに限る。）の額

附則第５条の７ 「以下この条 「支出したものに限る。）

租税特別措置法第４条の５第

１項の規定の適用を受けた同

項に規定する利子等の金額の

うち当該特例控除対象寄附金

支出したものに限る。）（租税特別措

置法第４条の５第１項の規定の適用

を受けた同項に規定する利子等の金

額のうちこれらの寄附金の支出に充
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４　新条例附則第６条の２の規定は、道民税の所得割の納税義務者がこの条例の

施行の日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律（平成31年法律第２

号）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和25年法律第226号）第37条の

２第２項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、道民税の所得割の納

税義務者が同日前に支出したこの条例による改正前の北海道税条例第26条の３

第１項第１号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。

の支出に充てられたものとし

て政令で定めるところにより

計算した金額に相当する部分

を除く。以下この条」と、

てられたものとして政令で定めると

ころにより計算した金額に相当する

部分を除く。）」と、同条第２項及び

とする と、「限る。）」とあるのは「限り、

租税特別措置法第４条の５第１項の

規定の適用を受けた同項に規定する

利子等の金額のうち当該寄附金の支

出に充てられたものとして政令で定

めるところにより計算した金額に相

当する部分を除く。）」とする

附則第６条の３

第１項

特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は第26条の３

第１項第１号に掲げる寄附金（令和

元年６月１日前に支出したものに限

る。）

送付 送付又は地方税法等の一部を改正す

る法律（平成31年法律第２号）附則

第２条第７項の規定によりなお従前

の例によることとされる同法第１条

の規定による改正前の法附則第７条

第５項の規定による同条第１項に規

定する申告特例通知書の送付
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説　　明

　　地方税法の改正に伴い、個人の道民税に係る特例控除の対象となる寄附金に

ついて所要の改正を行うこととするため、この条例を制定しようとするもので

ある。
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